
 兵ト発第１６１号 

 

公告第６３６号 

 

 

公  告 

 

組合会議員の定数変更および選挙区の廃止 

 

    兵庫トヨタ自動車健康保険組合規約第５条・第９条・第１０条および第１１条の一部変更に 

ついて別紙のとおり令和８年４月１６日認可申請をしたところ、令和８年４月２１日付で認可 

を受けたので公告する。 

 

 

 

 令和８年４月２４日  

 

                               兵庫トヨタ自動車健康保険組合 

                                 理事長 瀧 川 高 章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧条文対照表 

 

新 旧 

（議員の定数） 

第５条 この組合の組合会の議員の定数は、２２人とする。 

 

（互選議員の議員数） 

第９条 削除 

選挙する互選議員の議員数は１１人とする。 

          

       

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（互選議員の選挙の管理） 

第１０条 互選議員の選挙においては、選挙長をおかなけれ

ばならない。また、２以上の投票所を設けるときは、投票所ごと

に投票管理者をおかなければならない。 

 

（略） 

（議員の定数） 

第５条 この組合の組合会の議員の定数は、２４人とする。 

 

（互選議員の選挙区及び議員数） 

第９条 互選議員の選挙は、各選挙区ごとに行う。 

２ 前項の選挙区及び選挙区ごとに選挙する互選議員の数

は、次のとおりとする。 

 

選挙区         選挙区の範囲           議員数 

第１区  兵庫トヨタ自動車株式会社            ５人 

      株式会社トヨタレンタリース兵庫 

      兵庫トヨタ自動車健康保険組合 

      ネッツトヨタゾナ神戸株式会社 

      兵庫トヨタサービス株式会社 

      サンワテクノクラフト株式会社 

      株式会社ＨＴグループ 

      法第３条４項の規定による被保険者 

第２区  神戸トヨペット株式会社              ３人 

      株式会社トヨタレンタリース神戸 

      神戸トヨペットグループホールディングス 

                       株式会社 

第３区  トヨタカローラ兵庫株式会社           ２人 

      トヨタエルアンドエフ兵庫株式会社 

第４区  ネッツトヨタ神戸株式会社            １人 

      株式会社ネッツ神戸サポート 

第５区  トヨタカローラ姫路株式会社           １人 

第６区  ネッツトヨタ兵庫株式会社            １人 

合 計                             １２人 

 

（互選議員の選挙の管理） 

第１０条 互選議員の選挙においては、選挙区ごとに選挙長 

をおかなければならない。また、２以上の投票所を設けるとき 

は、投票所ごとに投票管理者をおかなければならない。 

 

（略） 

 

 



新 旧 

（当選人） 

第１１条  選挙の結果、最多数の投票を得た者をもって当選

人とする。ただし、議員の定数をもって投票の総数を除して得

た数の４分の１以上の投票がなければならない。 

 

 

（略） 

 

附則 

この規約は、次期総選挙の日から施行する。 

（当選人） 

第１１条  選挙の結果、各選挙区において最多数の投票を 

得た者をもって当選人とする。ただし、各選挙区内の議員の 

定数をもって投票の総数を除して得た数の４分の１以上の投 

票がなければならない。 

 

（略） 

 

 

 


